
   さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 会 議 運 営 規 程  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 規 約 第 １ ０ 条 第 ３

項 の 規 定 に 基 づ き 、 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」

と い う 。） の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。） の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

 （ 基 本 方 針 ）  

第 ２ 条  会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 す る も の と す る 。  

２  会 議 の 運 営 に 際 し て は 、公 正 な 協 議 の 推 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

３  会 議 は 、 計 画 的 に 開 催 す る も の と す る 。  

 （ 会 長 等 の 責 務 ）  

第 ３ 条  協 議 会 の 会 長（ 以 下「 会 長 」と い う 。）は 、会 議 の 議 長（ 以 下「 議

長 」と い う 。）と し て 、協 議 会 の 副 会 長 と 連 携 を 図 り な が ら 、迅 速 か つ

効 率 的 な 会 議 の 運 営 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  協 議 会 の 委 員（ 以 下「 委 員 」と い う 。）は 、会 議 に 積 極 的 に 参 画 す る

と と も に 、 円 滑 な 議 事 運 営 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 会 議 の 開 閉 等 ）  

第 ４ 条  会 議 の 開 会 及 び 閉 会 は 、 議 長 が 宣 告 す る 。  

２  委 員 は 、 議 長 の 許 可 を 受 け た 後 に 発 言 す る も の と す る 。  

 （ 表 決 ）  

第 ５ 条  会 議 の 議 事 は 、 全 会 一 致 を も っ て 決 す る こ と を 原 則 と す る 。 た

だ し 、 意 見 が 分 か れ た 場 合 は 、 出 席 委 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 賛 成 を も っ

て 決 す る こ と が で き る 。  

 （ 会 議 録 の 調 製 等 ）  

第 ６ 条  議 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 会 議 録 （ 様 式 第 １ 号 ） を 調

製 す る も の と す る 。  

 ( 1 )  開 催 の 日 時 及 び 場 所  

 ( 2 )  出 席 者 の 氏 名  

 ( 3 )  会 議 事 項  



 ( 4 )  会 議 経 過  

 ( 5 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 議 長 が 必 要 と 認 め た 事 項  

２  前 項 の 会 議 録 に は 、 会 議 資 料 を 添 付 す る も の と す る 。  

３  議 長 は 、 作 成 し た 会 議 録 に 記 名 押 印 し 、 こ れ を 協 議 会 の 事 務 局 （ 以

下 「 事 務 局 」 と い う 。） に 保 管 さ せ る も の と す る 。  

４  会 議 録 は 、 議 長 が 記 名 押 印 し た 日 を も っ て 確 定 す る も の と す る 。  

 （ 会 議 録 等 の 公 開 ）  

第 ７ 条  会 議 録 及 び 会 議 資 料 は 、 原 則 と し て 公 開 す る も の と す る 。 た だ

し 、 次 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 決 定 が あ っ た 会 議 の 会 議 録 及 び 会 議 資

料 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 公 開 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 傍 聴 ）  

第 ８ 条  会 議 は 、 傍 聴 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 議 長 が 会 議 を 公 開 す

る こ と に よ り 率 直 な 意 見 交 換 が 不 当 に 損 な わ れ る 等 公 正 か つ 円 滑 な 運

営 に 著 し く 支 障 が 生 じ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 会 議 に 諮 り 公 開

し な い こ と を 決 定 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 傍 聴 の 手 続 ）  

第 ９ 条  会 議 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 傍 聴 人 受 付 簿 （ 様 式 第 ２ 号 ） に

必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 傍 聴 券 （ 様 式 第 ３ 号 ） の 交 付 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

２  傍 聴 券 は 、 会 議 の 開 始 予 定 時 刻 の ３ ０ 分 前 か ら 先 着 順 に 交 付 す る 。

た だ し 、 会 議 の 開 始 予 定 時 刻 の ３ ０ 分 前 に お い て 傍 聴 希 望 者 が 定 員 を

超 え る 場 合 は 、 く じ に よ り 決 定 し 、 傍 聴 券 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  傍 聴 券 の 交 付 を 受 け た 者（ 以 下「 傍 聴 人 」と い う 。）は 、傍 聴 を 終 え

退 場 し よ う と す る と き は 、傍 聴 券 を 事 務 局 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 傍 聴 人 の 守 る べ き 事 項 ）  

第 １ ０ 条  傍 聴 人 は 、 傍 聴 席 に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば

な ら な い 。  

 ( 1 )  会 議 に お け る 言 論 に 対 し て 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と 賛 否



を 表 明 し な い こ と 。  

 ( 2 )  談 笑 、騒 ぎ 立 て る こ と 、み だ り に 席 を 離 れ る こ と 等 議 事 の 妨 げ 又

は 他 人 の 迷 惑 と な る 行 為 を し な い こ と 。  

 ( 3 )  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、会 場 の 秩 序 を 乱 し 、又 は 会 議 の 円 滑

な 運 営 の 妨 害 と な る 行 為 を し な い こ と 。  

２  傍 聴 人 は 、 議 長 及 び 事 務 局 の 職 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  傍 聴 人 は 、 第 ８ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 会 議 を 公 開 し な い こ と の 決  

定 が あ っ た と き は 、 速 や か に 退 場 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 傍 聴 人 の 定 員 ）  

第 １ １ 条  傍 聴 人 の 定 員 は 、 そ の 都 度 会 長 が 定 め る 。  

 （ 違 反 に 対 す る 措 置 ）  

第 １ ２ 条  傍 聴 人 が こ の 規 程 に 違 反 す る と き は 、 議 長 は こ れ を 制 止 し 、

そ の 命 令 に 従 わ な い と き は 、 退 場 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ 傍 聴 す る こ と が で き な い 者 ）  

第 １ ３ 条  ビ ラ 、 プ ラ カ ー ド 、 旗 の 類 を 携 帯 し て い る 者 等 会 議 の 運 営 に  

 支 障 を 来 す お そ れ が あ る と 会 長 が 認 め た 者 は 、 会 議 を 傍 聴 す る こ と が

で き な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ４ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  



様 式 第 １ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

会  議  録  

会 議 の 名 称 
 

開 催 日 時 
    年   月   日 （  ）  

    時   分 開 会 ・   時   分 閉 会  

開 催 場 所  

議 長 氏 名  

出 席 者 氏 名 別 紙 「 出 席 委 員 名 簿 」 の と お り  

事 務 局 氏 名  

１ 議 題  ２ 会 議 結 果   

 

会 議 事 項  

 

 

  

会 議 の 経 過 次 ペ ー ジ の と お り  

 

会 議 資 料  

 

 

そ の 他 の 

必 要 事 項 

 

確 定 年 月 日  記 名 押 印   

会 議 録 の 確 定  平 成   年   月   日  会 長 （ 議 長 ）  

 



（ 会 議 経 過 ）  

発 言 者  議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙  

出席委員名簿  
                        年   月   日  

 氏    名  備  考  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



様 式 第 ２ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

   年   月   日  

傍聴人受付簿  
番 号  氏    名  住    所  備  考  

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１ ０     

１ １     

１ ２     

１ ３     

１ ４     

１ ５     

１ ６     

１ ７     

１ ８     
１ ９     
２ ０     
２ １     
２ ２     
２ ３     
２ ４     
２ ５     



様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

傍 聴

第  

年   月

 

さいたま市・岩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 券  

 
 号  

 

  日  
槻市合併協議会  


